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「太 子 町新行 政改革 大 綱 ( 第 4 次 ) 及 び 同実施 計 画 」 につ い て説 明

事 務 局 の説 明 に続 き審議 に入 ります。 大綱 と実施 計 画 を分 けて意 見

を 出 して いた だ きた い と思 い ます。 まず 、大 綱 につ いて の意 見 をお願

い します 。

審議 会 の時 間的 な予 定 は どの よ うにな ってい ます か。

本 日の ご意 見 を踏 ま えま して 、新 た な資料 が必 要 で あれ ば次回 まで

に用 意 させ て いた だ き、審議 状 況 に もよ ります が 、2 回 ～ 3 回 を予 定

してい ます。 2 0 年 4 月 か らの計 画 です ので 、2 月 中に ご審議 していた

だ きま した後 、 内部 調 整 を行 い 、3 月 中には公 表 で き る よ うに考 えて

い ます 。

1 7 ・1 8 年度 の 2 ヵ 年 で 6 億 の効 果 を得 られ て い るの に、財 政 シ ミュ

レー シ ョンで年 平均 2 億 4 千 万 の収 支不足 との説 明で した。 現在 の

積 立金 の額 は分 か りませ ん が 、 それ を取 り崩 して い く とす れ ば 、 い

つ まで維 持 で き る と考 え られ ます か。

また 、そ のマ イナ ス収 支 の予想 に対 して 、第 4 次 の改革案 で 1 7 ・

1 8 年 度 の よ うに効 果 額 が期 待 で き る項 目が あ ります か。 どの程 度 、

財 政 的 に絞 つた らいい か とい うこ と とも関係 します ので 、見 通 しを教

えてい た だ きた い。

第 3 次 行革 の 1 7 ・1 8 年 度 の取組 で は、計 画 の見 込額 よ り 1 億 程 度

効 果 額 が 上 回 つた とい う説 明 を させ て い た だ き ま した が 、 この 上 回

つた状 態 で現在 の行財 政 運 営 が何 とか行 えて い る とい う状 況 です 。

今 後 の見通 しと しま して は 、 国 の三位
一

体 改 革 や 基盤 整備 に よる起

債償 還 ピー クが平成 2 3 ～2 4 年 頃 に迎 え る こ とな どを考 慮 して、財 政

シ ミュ レー シ ョンを行 い ます と表 の とお りとな ります 。 た だ し、例 え

ば住 民サー ビス を取捨 選 択 して現状 よ り引 き下 げた り、総 合 計画 の実

施 計 画 に よる事 業計 画 を先 送 りした りす れ ば 、財 政 シ ミュ レー シ ョン
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の収 支不足 幅 は変 わって くる と思 い ます が 、現状 のサ ー ビス水 準 を維

持 す る とい う前提 に立つ とこの よ うな数 字 にな ります 。

また、三位
一体 改革 に よ り、 この 1 年 間 で約 1 ～2 億 円の歳 入 が減

少 す る とい う影 響 を受 けて い ます が 、 これ も踏 ま えて の財 政 シ ミュ レ

ー シ ョンです の で、 この よ うな状況 に陥 らないた め に努 力 します 。 ま

た 、大綱 の 中には住 民負 担 を求 め る内容 も ご ざいます が 、 よ り経 費 の

見 直 しに努 め ま して、住 民 の皆 さん に も納 得 してい ただ け る よ うな行

政 運 営 を進 めな けれ ば な らな い と考 えて い ます。

財 政 調 整 基 金 は 、
一

般 会 計 に対 して繰 入 して使 用 で き る、家 庭 で言

えば預 金 の よ うな ものです が 、 これ が 1 9 年 度末 見込 で 6 億 6 , 4 0 0 万

程 度 です 。 そ の他 、公 共施 設 建 設基 金 、地域福 祉基 金 、 土地 開発 基 金

な ど、それ ぞれ の 目的 に応 じた基 金 も合 わせ る と 1 9 億 5 千 万 円程 度

とな ります 。

第 4 次 行 革 の実施 計 画 にお いて 、都 市 計 画税 の導入 な ど住 民負 担 を

強 い るよ うな取組 もご ざい ます が、年 度別 の取組 と効 果 見 込 の欄 で 、

平成 2 0 ～2 4 年 度 の単年 度 ご との効 果 見 込額 の合計 を出 してお り、 ま

た大項 目ご とに合 計額 も算 出 してお ります。 この よ うな財 政 基盤 の強

化 にお け る住 民負 担 を強 い る よ うな項 目等 も含 めて、行 革 の取組 を実

施 しない場 合 に、財 政 シ ミュ レー シ ョンの収 支 の差 引額 と して あ らわ

してい る額 の収 支不足 が 出 る こ とにな ります。

新 た な住 民負 担 を強 い る こ とな く、財 政 調 整 基金 の取 り崩 しや 通 常

の行 革 を進 めなが ら、総合 計 画 の実施 計画 にお いて今 後 予 定 され て い

る学校 関係 の整 備 や庁 舎建 設 な ども同時 に進 めてい くこ とに な ります

と、財政 シ ミュ レー シ ョンで示 され る よ うに町財政 が逼 迫 し、それ ぞ

れ 目的 ご とに設 置 され た基 金 を
一

般 会 計 の 中で使 わ ざる を得 ない よ う

な状況 にな って しまい ます 。

この よ うな状 況 です か ら、 第 4 次 行 革 大綱 にお いて 、実 際 に実施 で

き るか ど うか別 と して 、法 人税 の制 限税 率 の適 用や都 市 計 画税 の導入

な ど、実施 す る となれ ばか な り厳 しい項 目もあ ります が 、項 目と して

は考 えて い か な けれ ば な りませ ん。 た だ し、 この実施 とい う表 現 には 、

検討 した結 果 実施 で きない場 合 も含 まれ ます。

基金 全 部 で 1 9 億 とな るの です ね。 それ ぞれ の 目的 に応 じた基 金 を

目的 以外 の もの 、つ ま リー
般 会 計 に繰 り入れ る こ とが可能 です か。 予

演J され る年 2 億 4 千 万 円の収 支 不足 が事務 改善 な ど一
般 的 な行 革 だ け

で補 えるのか ど うか。都 市 計 画税 や先 に値 上 げ され た水 道 料 金 の よ う

に住 民負 担 を増や すこ とを前 提 と して考 えな けれ ばな らない のです か。

地方 交付税 な ども減 る との こ とです が 、そ の減収分 は把 握 で きな いで
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す か。

地方 交付 税 が どれ く らい減 るか につ きま して は、数 字 的 につかみ に

くい状況 です が 、歳入 的 に は非 常 に厳 しくな って い くこ とが予涙」され

ます 。 事務 改 善 な どの経 費 を肖J減す る行 政改 革 を行 い 、財 政 調整 基金

を取 り崩 して い く中で 、最 終 的 には住 民負 担 を本格 的 に考 え ざるを得

な い と考 えます。

で き るだ け住 民負 担 を強 い る こ とは避 けて ほ しい と思 い ます 。

第 3次 の行 革 で 出て きた効 果 額 と同 じよ うに、第 4次 行 革 で効 果 を

出す こ とは難 しい と思 い ます が 、今 回 の行革 で特 に大 きな効 果 が見込

め る項 目は あ ります か。

第 3次 行 革 で は 、 人件 費 の 削減や 補助 金 の一 律 カ ッ トに よ り大 き

な効 果額 を得 て い る中で 、 現 状 として 、職 員数 もぎ りぎ りな ところま

で きて い ます 。 この よ うに 肖じ減 で き る もの は既 に実施 した うえで第 4

次行 革 の策 定 を してい ます の で 、通 常 の行 革 に よる見 直 しだ けで は収

支 不足 見 込額 を補 って い け る とは考 えに く く、法律 の許 され る範 囲 内

にお いて都 市 計 画税 の賦 課 や 固定資産税 の超 遇 課税 等 を検討 の視 野 に

入 れ て い きた い と考 えて い ます。

当然 、 それ ら住 民負 担 を求 め る項 目を実際 に実施 す る場 合 にお きま

して は、実施 しな けれ ば な らない理 由な どを、 それ ぞれ 個 々の項 目に

お いて説 明 して ご理解 を求 めて実施 して い く とい うこ とにな ります 。

実施 計 画 の 中の効 果 見 込 にお い て 2 0年 度 が約 4千 万 円で 2 4年 度

は約 6億 と 1 0倍 以上 に上 が って い ます が 、最初 か らもつ と絞 って

い か ない と息切 れす るので は ない です か。

また、2 0年 度 か ら 2 4年 度 まで の効 果 見 込額 を足 す と 2 0億 ぐ らい

に な り、年 間 8 0億 の予 算 だ と 5年 で必 要額 4 0 0 億 に対 して 2 0億 節 減

す る計 画 とな ってい ます 。 全 体 の財 政 状 況 か らす る と 4 0 0 億 に対 して

5 %で あ るが 、今 後 の見 通 し と含 めて これ で よい の か ど うか。 基 金 を

取 り崩せ ばい い とい う考 え方 もあ ります が 、健 全財 政 を考 え るので あ

れ ば、 出 と入 を基本 と して 考 えて い く必 要 が あ る と思 い ます。

それ か ら、財 政 シ ミュ レー シ ョンの収 支 不 足 の見 込額 につ い て 、2 3

年 度 のマ イ ナ ス が大 き く増 えてい る要 因 をお 聞 き した い。

また 、 民 間委 託 の指 定 管理 者 制 度 につ い て は、す で に何年 度 まで に

しな けれ ば な らない とい う届 出が必 要 だ つた ので は ない です か。

2 0年 度 の効 果 見 込 額 が 少 な く、後 に な るほ ど大 き く増 えて い ます

の は 、都 市 計 画税 の導入 や 固定 資産税 の超過 課税 が 2 2年 度 か ら実 施

とい う計 画 に な っで い るた め、 2 2年 度 以 降 の額 が 大 き くな って い ま

す 。 当然 、 これ らにつ きま して は、検討 を行 つた結果 、実施 しない と
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い う場合 も含 まれ ます ので、若 干 、上乗 せ した かた ちで効 果 見込額 を

出 してお ります 。 この よ うに負 担 を求 め る よ うな こ とにつ きま して は、

高 い税 金 を払 つて いた だ き高 いサー ビス を受 け られ るの か 、税 金 を抑

えてサー ビス の一部切 捨 て な ども容 認 してい ただ くのか とい うこ とで 、

住 民 の皆 さん に町行政 の方 向性 を確 認 して いた だ く必 要 が あ ります。

今 回の第 4 次 行 革 大綱 にお きま して は、現在 のサー ビス水 準 を維 持 し

つ つ 、今 後 必 要 で あ ろ う学校 や 庁舎 の整備 を行 うこ とを前提 と してい

ます ので 、税 等 の住 民負 担 を求 め る内容 で の効果額 の算 定 とな ってお

ります 。

財 政 シ ミュ レー シ ョンにお け る 2 3 年 度 の落 ち込み につ き ま して は、

この時期 に起債 償還 の ピー ク を迎 え る こ とな どがそ の要 因 です 。

指 定 管 理者 制 度 の届 出につ きま して は 、法 律施 行 前 か ら管理 委 託 し

て い る施 設 につ いて は、施 行 後 3 年 以 内に指 定管理者 制 度 に移 行 しな

けれ ばな らない とい う決 ま りは ご ざい ま したが 、届 出 につ き ま して は

法律 上 の制 約 は ご ざい ませ ん。

今 回 の諮 問 で す が 、 高 い負 担 で 高 い行 政 サ ー ビス を受 け るか 、負

担 を抑制 してサ ー ビス を切 り捨 て るか 、 とい うこ とに言 い尽 く され 、

第 3 次 行 革 で贅 肉 をそ ぎ落 と した うえで 、それ 以 上や るか ど うか とい

う判 断 に な る と思 うが、 この 問題 が委員 の職 分 の範 囲 な の か ど うか疑

問です 。

私 は教 育委 員 を して い ます ので 、教 育分 野 に関す る こ とに な ります

が 、 これ か らの財 政需 要 と して 、町 民体育館 は老朽化 が激 しく建 て替

え も含 めて検討 す べ きで しょ うし、 図書館 は蔵 書 の許容 範 囲が超 えつ

つ あ り、 また移 動 図書館 の車 も廃 止 され 、現在 、普通 の車 で業務 を行

つて い る状 態 です 。 また、各 学校 の改築 につ い ては、 国県等 の補 助 も

あ ります が 、 当然 地元 自治体 の負 担 もあ ります 。今 日 ・明 日とい うこ

とは あ りませ ん が 、 この まま傷 ん だ状態 でい くのか ど うか 、必 要額や 、

せ めて行 革 の実施 計画 に上 が ってい る項 目だ けで も、例 えば、 民 間委

託 の指 定 管理者 制 度 で は内容 は どの よ うにす るのか な ど、具 体 的 に踏

み 込 ん で い か な い と、我 々 に検討 しろ と言 われ て も困 ります 。

町行財 政 を運 営す る上 で、歳 入 は現行 の ま ま とい うの は理 解 で きま

す が 、歳 出の方 が現行 の まま とい うの は理解 しに くい と思 い ます。 何

も教 育分 野 だ けで な く庁舎 な ども以 前 か ら建 て替 えの話 が 出て い てそ

の ままです が 、そ の辺 まで踏 み 込 ん で議 論 しない と必 要 な額 が 出て こ

ない と思 い ます。財 政 が この ま まの状 況 で進 めば、新 しい こ とは何 も

で き ませ ん。 極 論 をすれ ば、町 民 に この問題 を、 もち ろん実施 計 画 の

8 1 項 目を個 々 に とい うこ とで は あ りませ んが 、投 げか けて もい い と
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思 い ます 。

今 まで の 内容 を、
一

切合財 承 知 の うえで 、現行 で そ ぎ落 とす 贅 肉が

あ るの な らば、役 場 内部 で検討 した結 果 を審議 して ほ しい とい うこ と

で あれ ば 、害J り切 つて審議 を しまう 。

実施 計 画 8 1 項 目の個 々の説 明 は時 間 の制約 もあ つて され ませ ん で

したが 、効 果 額 の計 上 され て い る項 目だ けで も説 明 して ほ しい。

年 間約 2 億 4 千 万 円の収 支 不足 が 予想 され る中で 、 この計 画 は、

結 論 と して 事 務 改 善 の効 果 額 は わず か で あ り、大 きな 効 果 が 見 込 め

る項 目は 、財 政 基 盤 の強 化 と職 員 の 人 数 しか あ りませ ん 。 職 員 の 人

数 に して も、 正 職 員 の 人数 を減 ら して も嘱 託 職 員 や 期 間 限 定 の ア ル

バ イ トを増 や す な ど、 人 件 費 の総 額 を抑 制 しな い 限 り意 味 は あ りま

せ ん。

財 政 シ ミュ レー シ ョンの収 支 不足 2 億 4 千 万 円 とい うの は 、現 行 の

行 政水 準 を維 持 し、総 合 計 画 にお け る実施 計画 の事 業 を実施 す る とい

うこ とを前提 と して い る歳 出の決算 見 込額 で あ り、
一方 歳 入 は 、三位

一体 改革 に よる地 方 交付税 等 の減額 な どを反 映 した見込 み です 。 もち

ろん総 合 計 画 実施 計 画 の事 業 見直 しな どを行 ってい けば 、 2 億 4 千 万

円の収 支 不足 を減 らす こ とは可能 だ と考 えます。

効 果 見 込 につ きま して は ご指 摘 の とお り、財 政基盤 の強 化 の 自主財

源 の確保 の分 野 に偏 ってお ります が 、特 に大 きな額 が上 が って い る項

目につ い て ご説 明 申 し上 げ ます。

2 7 番 の 「町有財産 の有効活用」 の 6 , 7 0 0 万円です が、 これ は遊休

土地 として保 有 しています 、 旧斑鳩保 育所跡地等の売却 を 2 1 年 度 に

見込んでいます。

2 8 番 の 「法人町民税 の制 限税 率 の適用」 につ きま して は、2 1 年 度

に実施 として効果 見込額 を計上 しています。 い ろい ろ と議論 があ ろ う

か と思います が、現在 、兵庫 県で法人県 民税 について制 限税 率 を適用

され ています ので、本 町において も検討項 目としてあげてお ります。

この項 目につ きま して も、法人 の ご理解 ・ご協力がなけれ ば実施 で き

ませ んので、現在項 目として あげてお ります が、協議 が整 わず実施 で

きない場合 も考 え られ ます。

2 9 番 の 「都 市計画税等 の導入」 につ きま しては、 中・西播磨 管 内の

近 隣市町 で賊 課 していないのは、太子 町 と佐用町、福崎町 の 3 町 だ け

です ので、検討 を進 める項 目としています。2 2 年 度 実施 といた しま

して、今 の固定資産税 の額 に 0 . 3 % 乗じた額 を上乗せす るこ とで見込

額 を算 出 して い ますと

3 2 番 の 「町税 の滞 納 金 の整 理 強 化 」 につ きま して は 現 在 、 収 税
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管理 室 を設 置 して滞納 金 の減 少 に努 めて い ます が、 なお 、 い っそ う滞

納 金 の徴収 率 を上 げ る こ とを 目標 と して 、効 果額 を計上 してい ます 。

4 4 番 の 「下水 道 使 用 料 の 見 直 し」 につ きま して は 、 下水 道 会 計 の

収 支 不足 を一
般 会 計 か らの繰 入 金 で賄 ってぃ る状況 です ので 、検討 課

題 と して取 り上 げ、使 用 料 の額 を近 隣 の姫 路 市 並み に引 き上 げた場 合

の額 を効 果 見 込額 と して 2 , 8 0 0 万円程 度 計上 してお ります 。

7 6 番 の 「職 員 数 の見 直 し」 につ きま して は 、 正 規 職 員 数 の 削減 に

よるマイナ ス を、嘱託職 員 や アルバ イ ト職 員 の採 用 に よるプ ラス で 、

人件 費 の削減 には な って い な い ので はない か との ご指摘 も ご ざい ま し

た が 、そ の よ うな全 て の面 を踏 ま えた うえで の効果 見 込額 と して算 出

して お ります 。 額 が後 に な るほ ど大 き くな ります の は、 1 8 年 度 決 算

額 と比較 します ので、後年 度 にな るほ ど職 員数 が少 な くな って くるた

めで ご ざい ます 。 以上 が大 きな効果 額 を見込 ん でい る項 目の説 明 とな

ります。

最 大 限 の効果 額 を見込 ん で お ります が 、実 際 の実施 に あた つて は、

さま ざまなハ ー ドル が ご ざい ます 。 第 3 次 行 革 にお きま して も 1 9 年

度 末 まで に達成 で きない見 込 み のた め、第 4 次 行 革 で 引 き続 き取 り組

む こ とと して盛 り込 んだ項 目、特 に住 民負 担 をか け る よ うな項 目が ご

ざい ます。 そ の こ とな ども踏 ま え、計画 上 は大 きな効 果 見込額 とな っ

て い ます が 、 この項 目の うち何 パー セ ン ト達成 で き るのか は、今 後 の

財 政 状況や 太 子 町 を取 り巻 く環 境 な どに よつて も決 ま つて くる と思 い

ます。

大綱 の意 見 を求 めて い ま した が 、 も う実施 計 画 の意 見 に も入 つて い

ます ね。 それ で は、一 旦 1 0 分 間 ほ ど休憩 します 。

再 開 します 。 実施 計 画 も含 めて ご意 見 お願 い します 。

私 か ら参 考 にお 聞 き した い の です が 、現在税 金 の末 収金 の総額 はい

く らぐ らい です か。

町税 は 4 億 ぐ らい、 国保 税 は 2 億 く らい で トー タル 6 億 余 りあ りま

す 。

徴 収 率 は どれ く らいです か。

町民税 は 9 0 % を 少 し切 つて い ます。 総 額約 4 1 ～4 2 億 の約 1 割 の額

が浦納金 の累計額 にな ります 。

滞納 整理 につ きま して は、 これ まで滞納 者 に督促 状 を出 してお願 い

す る とい うか た ちで行 ってお りま した が 、平成 1 7 年 度 に収税 管理 室

を設 置 して か ら、法的 な差 し押 さえ等 を実施 して、徴 収 率 は少 し改 善

してお ります。 本 当に困 ってお られ る方 につ い ては適 用 しませ んが 、
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預貯 金 が あ つて余裕 が あ るの に納 付 され な い方 につ いて ほ 、法律 の制

度 を活用 して 、少 し強硬 にや つてい く必 要 が あ るので は な い か と考 え

てお ります 。

ま た 、 1 9 年 度 には、兵 庫 県 の専 門職 員 に 3 ヶ 月 の 間来 て い た だ き、

一
緒 に回収 に ま わ るな ど、そ の ノ ウハ ウを勉 強 して きま した。

民 間委 託 の指 定 管理者 制 度 は 、 第 4 次 行 革 の大 き な柱 だ と思 い ま

す が 、過 去 に ニ ュー ヨー クで 大 停 電 が お こ つた例 な どを 見 て も、 民

間委 託 す る と して も、 町 が しつ か り と指 揮 す る必 要 が あ る と思 い ま

す の で 、 そ の委 託 の方 法 等 につ い て も、 十 分 検討 して い た だ きた い。

他 の 自治 体 で も指 定管理者 制 度 を導 入 され てお り、制 度化 され る前

か らよ く研 究 され てい る こ ともあ つて 、受 託者 は東京 資本 の企 業や 大

企 業 の系列 会 社 が多い のです が 、地 元 のお金 を地元 で 回せ る よ うに工

夫 して い た だ きたい と思 い ます 。

自治 体 の職 員数 を これ 以 上 減 らす とい うこ とは、仕 事 を減 ら さな け

れ ば な らな くな ります ので 、指 定管理 者 制 度 を導入す るの で あれ ば、

団塊 の世 代 の方 が 、 ち ょ うど今 年 ぐ らい か ら退職 して い かれ ます ので 、

そ の過 程 と併 せ て具体 的 に考 えて い た だ きた い。

第 4 次 の行 革 項 目で あ る 「行 政パ ー トナ ー制度 の導入 」 にお い て 、

団塊 の世 代 の定 年退職 等 も見据 えて 、 多 くの地域 住 民の皆 さん と協働

した形 で 、行 政 をサ ポー トして いた だ くボ ラ ンテ ィア活 動 の推 進 を盛

り込 ん でお ります が 、今 の ご意 見 を踏 ま えま して 、 さ らに実 施 で き る

よ うに、大 綱 等 に反 映 して い きた い と思 い ます。

7 1 番 の 「体 育施 設 の整 理 統 合 」 につ い て です が 、移 転 費 用 は い く

ら ぐ らい か か るの です か。 ま た 、財 政 シ ミュ レー シ ョン に含 まれ て

い るのです か。

シ ミュ レー シ ョンには入 つて い ませ ん。

本 来 、総 合公 園 には認 可 され た計 画 にお い て、設 置 され る体 育施 設

等 が決 ま つて い るのです が 、財 政 的 な 問題 もあ り、施設 整備 が遅 延 し

てお ります 。 そ の よ うな 中で 、体 育館 の老 朽化 、耐震 等 の 問題 も出て

きてお ります の で 、今 の場 所 で建 て替 え るのか 、総 合公 園 に集 約 した

ほ うがい い の か を検討 して い きたい とい う内容 で、費用 の 問題 で は な

く、行 革 課 題 と して あげ させ てい た だ いた項 目です 。

この 5 年 間 は移 転 しな くて も大丈 夫 とい うこ とです か。

今 後 5 年 間 に建 て替 えす る とい う計 画 は あ りませ ん。 総合公 園 につ

いて は、再評 価 等 を行 って い ます の で 、そ の 中で、体育館 も建 て替 え

す るな ら ど うか といどうこ とです。

税 以 外 の負 担 金 、使 用料 とか の 問題 です けれ ども、2 ～3 年 前 ま で
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は な か った の です が 、本 町 にお い て も給 食 費 の滞 納 が増 えて き ま し

た。

教 育委員 会 で一 定 の方 策 が論議 され てい ます が 、未 収 額 が 限度 を超

えない うち に、学校 や 教 育 委 員 会 だ けで な く、他 の未 収金 処理 と併 せ

て町全 体 で考 えない とい けな い と思 い ます。

行 革 の会議 の 中でそ の よ うな意見 は 出ま した か。

未 収金 の 問題 につ きま して は、現在 、 それ ぞれ の担 当で対応 して い

ます が 、税 、使 用 料 等 の未 収 金 が発 生 して い る もの につ いて 、 どの よ

うな対応 をす れ ば よいか 、 とい う課 題 が 出ま した。

それ につ きま して は 、組 織 の見 直 しの 中で 、滞 納 整 理 を一 つ の課 に

ま とめて行 う案 な ども出て きま した の で、今 後 ど うい う形 が い い のか

を検討 して い きたい と思 い ます。

た だ 、未 収 金 の 中には強 制 執 行 で き る もの もあれ ば、強制執 行 が な

じまない もの もあ り、 同様 に取 り扱 えない場 合 もご ざい ます の で、 そ

の あた りも含 めて、検討 して い きたい と考 えてい ます。

共 同で滞納 対策 事務 を行 って い る市 町 は あ ります か。

他 の都 道府 県 では 、県 と市 町 が滞納 金 を 1 箇 所 に集 めて、広域連 合

の よ うな形 で対応 して とこ ろは あ ります。

今 ま で は 、町 内 で 強 制 執 行 を行 うこ とを遠 慮 して 、や りに くか つ

た部 分 もあ る と思 い ます が 、 そ の た め に 時効 を迎 えて 、不納 欠 損 と

な った もの もあ る と思 い ます 。 そ うな る まで に、公 平 に強 制 執 行 を

行 お うとす れ ば、広 域 で共 同実施 も検討 して は ど うか と思 います 。

民 間委託 の項 目が多 くあ ります が 、計画期 間 中に、具体 的 に職 員数

が どれ く らい減 ります か。

最終 的 には平成 2 6 年 4 月 ま で に、退 職者 と新規採 用 を含 めて 4 0 人

削減 す る こ と として い ます が 、民 間委 託 が進 み ませ ん と職 員数 は減 り

ませ ん ので、 当然 、 目標 値 に届 か な くな ります。

今 現 在 の計 画値 です と 2 1 1 人 とな ります が 、 実 際 は希 望退職 等 で

1 9 9 人 まで進 ん でお り、 アル バ イ トや シルバ ー 人材 セ ンター か らの派

遣 な どの形 態 で補 充す るな ど してお ります。

現在 、完 全 に民 間委託 してい る施 設等 は あ りませ ん か。

部分 的 にです が、 1 9 年 度 か ら給食 セ ン ター の配 送委 託 を、2 0 年 度

か らは調 理及 び配送 の委 託 を実施 します 。

民 間 委 託 す る こ とに よ るサ ー ビス 向上 又 は低 下 につ い て 、 検 証 さ

れ てい ます か。

行政サ ー ビス水 準 は下 げ な いで 、経 費 を下 げ ない と、民 問委託 す る

メ リッ トは あ りませ ん の で 、そ の こ とを前提 と して 、民 問委託 を検討
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す る こ と と して い ます 。

民 問委 託 す るほ うが 、企 業性 が 出て よい場 合 もあ ります 。 例 えば 、

ゴ ミの収 集 業務 、警備 委 託 、用務 員 の委 託 な どが そ うです。

施設 そ の もの につ き ま して は 、
一部 業務 委 託 は あ ります 。 指 定 管理

者制 度 で は 、原 の集 会 所 、公 設 民営 の石海 保 育所 の 2 件 が あ ります 。

実施 計 画 の効 果 見 込 額 の積 算 につ き ま して は 、最 大 か最 少 か 、 ど

の程 度 で算 出 され た もの で す か。 そ れ に よ つて シ ミュ レー シ ョン も

変 わ って くる と思い ます 。

都 市計 画税 な どは、 町 の システ ムで は算 出 しに くい ので 、合併 協議

の時 の数 字 を使 つてお ります 。都 市 計 画税 を賦 課 す る境 界付 近 の対 象

につ きま して も、帳 面 上 で算 出 した数 字 です 。

また 、財 政 シ ミュ レー シ ョンには、 この行 革 の実施 計画 は反 映 して

お りませ ん。 も し行革 を しな か つた ら ど うな るか とい うこ とを示 した

ものです 。

財 政 シ ミュ レー シ ョンを見 る と、住 民負 担 を掛 け ざるを得 ない状 況

にな って きて い ます の で 、 は っ き りと住 民 の皆 さん に、財 政 状 況 を示

して理解 して い ただ い た らい い と思 い ます 。

また 、町 の財 政状 況 を理 解 してい た だ くた め に も、前提 条件 や この

1 ～2 年 間 に起 こ り うる問題 点 な どを列 記 して 、 この財 政 シ ミュ レー

シ ョンの表 で説 明で き る よ うに、整 理 され て はい か が です か。

これ まで 、 町 の予算 ・決 算 を公 表 して きて い ます が 、今後 は、将来

にわた つての財 政 状 況 を公 表す るよ うにな って い ます。 行革 の実施 計

画 に も 「財 政状 況 の公 表 」 とい う取組 を あげて い ます が 、そ の取組 項

目の 中で町 の 台所 事情 を、 町 民 の皆 さん に知 つて いただ い て 、政策 の

取 給選択 を して いた だ け る よ うに、努 力 して い きた い と思 い ます 。

一般 会 計 の もの と連 結 決 算 の もの と 2 種 類 必 要 じやな いです か。

公 会計制 度 の導入 とい うこ とで 、
一般 会 計 と特別 会 計 の担 当者 が 、

現在 、 県 が指 導 され る研 修 会 に参加 して お り、2 0 年 度 決 算 分 か ら公

表 す る予定 とな って い ます 。

大綱 5 番 の ( 3 ) に 、人 事 評価 制 度 の導 入 とあ ります が 、現在 、

具体 的 に制 度化 され た もの は ない のです か。

現在 、管理 職 及 び一
般 職 にお いて実施 してお り、管理職 は本格 実施 、

一
般職 は試 行 段 階 です 。 また 、今 まで の評 価 制 度 と考 え方 が変 わ つて

お りま して、人材 育成 、能 力 開発 な どを 目的 に取 り組 み をは じめてお

ります。

他 に ご意 見 は ご ざい ませ ん か。

実施 計画 につ きま して も 8 1 項 目もあ ります ので 、 次 回 まで に勉 強
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していただき、 ご意見 をお願 い します。

本 日は これで審議 を終了 したい と思います。

この議事録 が真正であるこ

平成 2 0 年 1 月 S θ 日

とを こ こに署 名 す る。

署 名 委 員

Ⅶ

爾 次


